
 

教 育 委 員 会 会 議 

 

日時  令和４年１２月２２日（木）   
午前８時４５分 

場所  教育委員会室 

＜ 次  第 ＞ 

１ 開  会 

 

２ 教育長の報告 

 

３ 議  事 

 

４ 閉   会 

 

報告第１１号 令和４年度さいたま市一般会計補正予算（教育費）について  

議案第６８号 さいたま市教職員定数条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 

議案第６９号 さいたま市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例

の制定について 

 

議案第７０号 さいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部

を改正する規則の制定について 

 

議案第７１号 さいたま市教職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の

一部を改正する規則の制定について 

 

議案第７２号 さいたま市いじめのない学校づくり推進委員会委員の委嘱につ

いて 

［非公開案件］ 

議案第７３号 令和５年度全国学力・学習状況調査について  



 

報告第１１号 
 

臨時代理の報告について 
 
 臨時代理した下記のことについて、さいたま市教育委員会教育長に対する事務委任規則（平成１

３年さいたま市教育委員会規則第７号）第５条第２号の規定により、別紙のとおりこれを報告する。 
 
  令和４年１２月２２日提出 
 
                              さいたま市教育委員会 
                               教育長 細田 眞由美 

 
記 

 
令和４年度さいたま市一般会計補正予算（教育費）について 

 

 

 

 



 

 
臨 時 代 理 書 

 
 下記の件は、緊急に処理する必要があると認められ、かつ、教育委員会の会議を招集するいと

まがないので、さいたま市教育委員会教育長に対する事務委任規則（平成１３年さいたま市教育

委員会規則第７号）第４条の規定により、別紙のとおり市長に申出することを臨時代理する。 
 
  令和４年１２月１２日 
 

さいたま市教育委員会 
教育長 細田 眞由美 

 
記 

 
令和４年度さいたま市一般会計補正予算（教育費）について（別紙） 

 
 



別表

　歳　入 （単位　千円）

補 正 前 の 額 補 正 額 計

18 国庫支出金 13,502,873 1,800 13,504,673

2 国庫補助金 1,217,398 1,800 1,219,198

14,157,541 1,800 14,159,341

　歳　出 （単位　千円）

補 正 前 の 額 補 正 額 計

99,059,194 1,800 99,060,994

8 特別支援学校費 1,227,604 1,800 1,229,404

99,059,194 1,800 99,060,994

歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳 出 合 計

款 項

10 教育費

款 項

歳　　　入　　　合　　　計



補　正　予　算　説　明　書



１　歳　入 （単位　千円）

1 学校安全特別対策事業費補助金 1,800

　歳　出 （単位　千円）

特 定 財 源 一 般 財 源

(特別支援教育室) 1,800

歳　入　歳　出　補　正　予　算　事　項　別　明　細　書

1,800 0特別支援学校費

補正前の額 説　　明款 項 目

10

8

補 正 額 の 財 源 内 訳
計

1,227,604

1,800 99,060,994

補 正 額

1,800 0教育費 99,059,194

1,800歳 出 合 計 99,059,194 1,800 99,060,994 0

1,800 1,229,404

1,800207,023 1,800
1 特別支援学校管理運営事業

2 学校管理費 208,823 0

款 項 目 補正前の額 補 正 額 計 説　　明

18 国庫支出金 13,502,873 1,800 13,504,673

2 国庫補助金 1,217,398 1,800 1,219,198

歳 入 合 計 14,157,541 1,800 14,159,341

8 教育費国庫補助金 1,217,398 1,800 1,219,198



 

 
提案理由 
 

令和４年度さいたま市一般会計補正予算（教育費）は、１２月定例会に追加提

出する、国の令和４年度補正予算に伴い、特別支援学校における送迎用バスに安

全装置を設置するための経費について、市長に申出するものです。 
 
 



令和４年度１２月補正予算（追加提出）

事務事業概要



（一般会計） （単位：千円）

〔財源内訳〕

25 18款

＜主な事業＞

１　送迎用車両への安全装置の設置 　[参考]

　送迎用車両に安全装置を設置します(対象施設2校)。 　　事業スケジュール

・令和5年3月　設置完了

補正前予算額 99,521

1,800

補正額 1,800

局/部/課 教育委員会事務局/学校教育部/特別支援教育室

国庫支出金 1,800

＜事業の目的・内容＞
　市立特別支援学校児童生徒の通学バス運行の業務委託を行います。また、市立
特別支援学校における医療的ケア指導医の委嘱や、教職員の特別支援教育に関す
る研修等を実施します。さらに、ひまわり特別支援学校に知的障害教育部門高等
部の設置準備を行います。

＜補正の目的・内容＞
　国の令和４年度補正予算に伴い、特別支援学校における送迎用バスへの安全装
置の設置を実施するための経費について、補正を行うものです。

事務事業名 特別支援学校管理運営事業（特別支援教育室）

款/項/目 10款 教育費/8項 特別支援学校費/2目 学校管理費 予算書Ｐ.



 

議案第６８号 
 
   さいたま市教職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 
 
 さいたま市教職員定数条例の一部を改正する条例の制定を、別紙のとおり市長に申出する。 
 
  令和４年１２月２２日提出 
 
                             さいたま市教育委員会 

                              教育長 細田 眞由美 



 

 

別紙 

   さいたま市教職員定数条例の一部を改正する条例 

 さいたま市教職員定数条例（平成２９年さいたま市条例第１６号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

  改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（定数） （定数） 

第３条 教職員の定数は、６，４３５人とする。 第３条 教職員の定数は、６，０６４人とする。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

  

   附 則 

 この条例は、令和５年４月１日から施行する。 



 

さいたま市教職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

 

１ 提案理由 

・ ３５人学級の実施によって小学校の学級数が増加したこと等に伴い、所要の改

正を行うため市長に申出するものです。 

 

２ 改正の概要 

・ 教職員定数の改正（第３条関係） 

 現行 改正後 増員数 

６，０６４人 ６，４３５人 ３７１人 

 （施行期日） 令和５年４月１日 

 



参考資料 

 

教職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

教職員人事課 

 

１．改正の経緯 

・児童生徒数の増加や小学校 35 人学級の影響により、令和５年度には実際の教職員数が

条例上の定数を超えてしまう可能性が高いため、条例改正を行う。 

 

条例上の定数と実職員数との差分（H30～R4 年度） 

 H30.4.1 H31.4.1 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 

定数    (ｱ) 5,981 6,064 6,064 6,064 6,064 

実職員数  (ｲ) 5,731 5,790 5,834 5,902 5,989 

(前年度比) - (+59) (+44) (+68) (+87) 

差分   (ｱ-ｲ) 250 274 230 162 75 

 

２．改正の内容 

 ・現行の 6,064 人から、6,435 人へ改正する。 

・小学校全学年での 35人学級が完成する、令和７年度までの定数を見込む。 

 ・実際の教職員数との余裕幅を持たせるため、「あと５人増えたら１学級増」となる学年

を＋１学級として定数を算出する。 

 

教職員定数の内訳（R5～R7 年度） 

 

算定数
実際の
配当

見込数
差分 算定数

実際の
配当

見込数
差分 算定数

実際の
配当

見込数
差分

【a】 【b】 【a-b】 【a】 【b】 【a-b】 【a】 【b】 【a-b】

小 3,597  3,508  89       3,664  3,564  100     3,732  3,628  104     

中 1,973  1,935  38       1,966  1,929  37       1,951  1,916  35       

特
令和5年度の児童生徒見込

数を基に、知的高等部の学

級増を考慮して算出
105 105 0 108 108 0 111 111 0

加配
定数

国の
加配

令和5年度概算要求の
内容を基に、要求見込
数を加えて算出

341 341 0 350 350 0 360 360 0

病気休

暇・介護

休暇代替

過去3年度の実績から
見込数を算出

25 25 0 25 25 0 25 25 0

在外
派遣

新規派遣を毎年度2名と
見込んで算出

7 7 0 6 6 0 6 6 0

令和5年度以降、後期課程

の増加を見込んだ定員計画

に基づき、配置する教職員

数とする

236 236 0 250 250 0 250 250 0

6,284  6,157  127     6,369  6,232  137     6,435  6,296  139     

R6 R7

小
・
中

（
中
等
前
期
含
む

）
・
特

基礎
定数

「あと5人増えたら1
学級増」となる学年

を+1学級とする

その他

合計

校種 内訳 算定方法

R5

高（中等後期含む）



 

議案第６９号 
 
   さいたま市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例の制定について 
 
 さいたま市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例の制定を、別紙のとおり市長に

申出する。 
 
  令和４年１２月２２日提出 
 
                             さいたま市教育委員会 

                              教育長 細田 眞由美 

別冊 



別紙 

 

   さいたま市学校給食の実施及び学校給食費の管理に関する条例 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、学校給食法（昭和２９年法律第１６０号。次条において「法」

という。）第４条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する

法律（昭和３２年法律第１１８号。次条において「特別支援学校給食法」という。

）第３条の規定に基づく本市の学校給食の実施及び学校給食費の管理に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

   学校給食 法第３条第１項に規定する学校給食及び特別支援学校給食法第２条

に規定する学校給食をいう。 

   学校給食費 法第１１条第２項に規定する学校給食費及び特別支援学校給食法

第５条第１項に規定する経費以外の特別支援学校給食法第２条に規定する学校給

食に要する経費をいう。 

   学校給食費負担者 学校給食を受ける児童又は生徒の保護者等（児童又は未成

年の生徒については学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１６条に規定する

保護者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者を

いう。）その他学校給食の提供を受ける者をいう。 

 （学校給食の実施） 

第３条 本市は、さいたま市立学校設置条例（平成１３年さいたま市条例第１１３号

）別表に規定する学校（高等学校及び中等教育学校後期課程を除く。）において

学校給食を実施するものとする。 

 （学校給食費の徴収及び納付 ） 

第４条 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。 

２ 学校給食費負担者は、学校給食費を規則で定める日までに納付しなければならな

い。 

３ 学校給食費の額は、規則で定める。 

 （学校給食費の減免） 



別紙 

 

第５条 市長は、特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、学

校給食費を減額し、又は免除することができる。 

（委任） 

第６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則  

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の規定は、この条例の施行の日以後の学校給食の実施及び学校給食費の

管理について適用する。 

  



 
提案理由 
 

学校給食費の公会計化にあたって、本市の学校給食の実施及び学校給食費の

管理に関し必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するもの。 

 なお、施行期日は、令和６年４月１日です。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

議案第７０号 
 
   さいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則の制定につ

いて 
 
 さいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則を、別紙のとお

り制定する。 
 
  令和４年１２月２２日提出 
 
                             さいたま市教育委員会 

                              教育長 細田 眞由美 



 

 

別紙 

さいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

さいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則（平成２９年さいたま市教

育委員会規則第２７号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当 

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（勤勉手当の成績率） （勤勉手当の成績率） 

第２４条 成績率は、次の各号に掲げる教職員の区

分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内で、委

員会が定めるものとする。 

第２４条 成績率は、次の各号に掲げる教職員の区

分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内で、委

員会が定めるものとする。 

⑴ 次号に掲げる教育職員以外の教職員 

ア 再任用教職員以外の教職員 １００分の１

１０（条例第２５条において読み替えて準用

する職員給与条例第２７条第２項に規定する

特定管理教育職員（以下この号及び次号にお

いて「特定管理教育職員」という。）にあっ

ては、１００分の１３０） 

イ 再任用教職員 １００分の５０（特定管理

教育職員にあっては、１００分の６０） 

⑴ 次号に掲げる教育職員以外の教職員 

ア 再任用教職員以外の教職員 １００分の１

００（条例第２５条において読み替えて準用

する職員給与条例第２７条第２項に規定する

特定管理教育職員（以下この号及び次号にお

いて「特定管理教育職員」という。）にあっ

ては、１００分の１２０） 

イ 再任用教職員 １００分の４５（特定管理

教育職員にあっては、１００分の５５） 

⑵ 高等学校又は中等教育学校の教育職員 

ア 再任用教職員以外の教職員 １００分の１

０５（特定管理教育職員にあっては、１００

分の１３５） 

イ 再任用教職員 １００分の５０（特定管理

教育職員にあっては、１００分の６０） 

⑵ 高等学校又は中等教育学校の教育職員 

ア 再任用教職員以外の教職員 １００分の９

５（特定管理教育職員にあっては、１００分

の１２５） 

イ 再任用教職員 １００分の４５（特定管理

教育職員にあっては、１００分の５５） 

  

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （適用） 

２ この規則による改正後のさいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

第２４条の規定は、令和４年１２月１日から適用する。 



 
さいたま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規

則の制定について 
 
１ 提案理由 

さいたま市人事委員会からの給与等に関する報告及び勧告を踏まえ、さい

たま市教職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第２４条に規定する教職

員の勤勉手当の成績率を変更するもの。 

 
２ 改正の概要 

教職員の勤勉手当の成績率を次のように変更するもの。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※かっこ内は再任用教職員の成績率 
 
（施行期日） 公布の日 （適用期日） 令和４年１２月１日 

高等学校又は中等教育学校の教

育職員以外の教職員 

令和 4年度 12 月期 

改定前 改定後 

一般教職員 

（教諭等） 

100/100 

（45/100） 

110/100 

（50/100） 

特定管理教育職員 

（校長、副校長、教頭） 

120/100 

（55/100） 

130/100 

（60/100） 

高等学校又は中等教育学校の

教育職員 

令和 4年度 12 月期 

改定前 改定後 

一般教職員 

（副校長、教頭、教諭等） 

95/100 

（45/100） 

105/100 

（50/100） 

特定管理教育職員 

（校長） 

125/100 

（55/100） 

135/100 

（60/100） 



 

議案第７１号 
 
   さいたま市教職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の制

定について 
 
 さいたま市教職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則を、別紙

のとおり制定する。 
 
  令和４年１２月２２日提出 
 
                             さいたま市教育委員会 

                              教育長 細田 眞由美 



 

 

別紙 

さいたま市教職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正す

る規則 

 さいたま市教職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（平成２９年さいた

ま市教育委員会規則第１３号)の一部を次のように改正する。 

 別表第６⑴及び⑵の表を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第６（第２０条関係）

⑴　教育職給料表⑴昇格時号給対応表

2級 特2級 3級 4級
1 1 1 1 1
2 1 1 1 1
3 1 1 1 1
4 1 1 1 1
5 1 1 1 1
6 1 1 1 1
7 1 1 1 1
8 1 1 1 1
9 1 1 1 1

10 1 1 1 1
11 1 1 1 1
12 1 1 1 1
13 1 1 1 1
14 1 1 1 1
15 1 1 1 1
16 1 1 1 1
17 1 1 1 1
18 1 1 1 1
19 1 1 1 1
20 1 1 1 1
21 1 1 1 1
22 2 1 1 1
23 3 1 1 1
24 4 1 1 1
25 5 1 1 1
26 6 2 2 1
27 7 3 3 1
28 8 4 4 1
29 9 5 5 1
30 10 6 6 1
31 11 7 7 1
32 12 8 8 1
33 13 9 9 1
34 14 10 10 1
35 15 11 11 1
36 16 12 12 1
37 17 13 13 1
38 18 14 14 1
39 19 15 15 1
40 20 16 16 1
41 21 17 17 1
42 22 18 18 2
43 23 19 19 3
44 24 20 20 4
45 25 21 21 5
46 26 22 22 6
47 27 23 23 7
48 28 24 24 8
49 29 25 25 9
50 29 26 26 10
51 30 27 27 11
52 30 28 28 12
53 31 29 29 13
54 31 30 30 14
55 32 31 31 15
56 32 32 32 16
57 33 33 33 17
58 33 34 34 18
59 33 35 35 19
60 34 36 36 20
61 34 37 37 21
62 34 38 38 22
63 35 39 39 23
64 35 40 40 24
65 35 41 41 25
66 36 42 42 25
67 36 43 43 26
68 36 44 44 26
69 37 45 45 27
70 38 46 46 27
71 39 47 47 28
72 40 48 48 28
73 41 49 49 29
74 41 50 50 29
75 42 51 51 30
76 42 52 52 30
77 43 53 53 31
78 43 54 54 31

昇格した日の前日に受けて
いた号給

昇格後の号給



79 44 55 55 32
80 44 56 56 32
81 45 57 57 33
82 45 58 58 33
83 46 59 59 33
84 46 60 60 33
85 47 61 61 34
86 47 62 61 34
87 48 63 62 34
88 48 64 62 34
89 49 65 63 35
90 49 66 63 35
91 50 67 64 35
92 50 68 64 35
93 51 69 65 36
94 51 70 66 36
95 52 71 67 36
96 52 72 68 36
97 53 73 69 37
98 53 74 69 37
99 54 75 69 38

100 54 76 70 38
101 55 77 70 39
102 55 78 70
103 56 79 71
104 56 80 71
105 57 81 71
106 57 81 72
107 57 82 72
108 58 82 72
109 58 83 73
110 58 83 73
111 59 84 73
112 59 84 74
113 59 85 74
114 60 85 74
115 60 86 75
116 60 86 75
117 61 87 75
118 61 87
119 61 88
120 61 88
121 61 89
122 62 89
123 62 89
124 62 89
125 62 89
126 62 90
127 63 90
128 63 90
129 63 90
130 63 90
131 63 91
132 64 91
133 64 91
134 64 91
135 64 91
136 64 92
137 65 92
138 65 92
139 65 92
140 65 92
141 65 93
142 66 93
143 66 93
144 66 94
145 66 94
146 66 94
147 67 95
148 67 95
149 67 95
150 67
151 67
152 68
153 68



⑵　教育職給料表⑵昇格時号給対応表

2級 特2級 3級 4級
1 1 1 1 1
2 1 1 1 1
3 1 1 1 1
4 1 1 1 1
5 1 1 1 1
6 1 1 1 1
7 1 1 1 1
8 1 1 1 1
9 1 1 1 1

10 2 1 2 1
11 3 1 3 1
12 4 1 4 1
13 5 1 5 1
14 6 1 6 1
15 7 1 7 1
16 8 1 8 1
17 9 1 9 1
18 10 1 10 1
19 11 1 11 1
20 12 1 12 1
21 13 1 13 1
22 14 1 14 1
23 15 1 15 1
24 16 1 16 1
25 17 1 17 1
26 18 1 18 1
27 19 1 19 1
28 20 1 20 1
29 21 1 21 1
30 22 1 22 1
31 23 1 23 1
32 24 1 24 1
33 25 1 25 1
34 26 1 26 1
35 27 1 27 1
36 28 1 28 1
37 29 1 29 1
38 30 2 30 1
39 31 3 31 1
40 32 4 32 1
41 33 5 33 1
42 34 6 34 1
43 35 7 35 1
44 36 8 36 1
45 37 9 37 1
46 38 10 38 1
47 39 11 39 1
48 40 12 40 1
49 41 13 41 1
50 41 14 42 1
51 41 15 43 1
52 42 16 44 1
53 42 17 45 1
54 42 18 46 1
55 43 19 47 1
56 43 20 48 1
57 43 21 49 1
58 44 22 50 2
59 44 23 51 3
60 44 24 52 4
61 45 25 53 5
62 45 26 54 6
63 46 27 55 7
64 46 28 56 8
65 47 29 57 9
66 47 30 58 10
67 48 31 59 11
68 48 32 60 12
69 49 33 61 13
70 49 34 62 14
71 50 35 63 15
72 50 36 64 16
73 51 37 65 17
74 51 38 66 18
75 52 39 67 19
76 52 40 68 20
77 53 41 69 20

昇格した日の前日に受けて
いた号給

昇格後の号給



78 53 42 70 20
79 54 43 71 20
80 54 44 72 20
81 55 45 73 21
82 55 46 73 21
83 56 47 74 21
84 56 48 74 21
85 57 49 75 21
86 58 50 75 22
87 59 51 76 22
88 60 52 76 22
89 61 53 77 22
90 61 54 78 22
91 61 55 79 23
92 62 56 80 23
93 62 57 80 23
94 62 58 80 23
95 63 59 80 23
96 63 60 81 23
97 63 61 81 24
98 64 62 81 24
99 64 63 81 24

100 64 64 82 24
101 65 65 82 25
102 65 66 82 25
103 65 67 82 25
104 65 68 83 25
105 65 69 83 25
106 65 70 83 26
107 65 71 83 26
108 66 72 84 26
109 66 73 84 26
110 66 74 84 26
111 66 75 84 27
112 66 76 84 27
113 66 77 85 27
114 66 77 85 27
115 67 78 86 27
116 67 78 86 28
117 67 79 87 28
118 67 79
119 67 80
120 67 80
121 67 81
122 68 82
123 68 83
124 68 84
125 68 85
126 86
127 87
128 88
129 89
130 89
131 90
132 90
133 90
134 90
135 91
136 91
137 91
138 91
139 92
140 92
141 92
142 92
143 93
144 93
145 93
146 93
147 94
148 94
149 94
150 94
151 95
152 95
153 95
154 96
155 96
156 96
157 97
158 97
159 98
160 98
161 99



 

 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のさいたま市教職員の

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（以下「改正後の規則」という。）別表

第６の規定は、令和４年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 令和４年４月１日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料

表の適用を受けることとなった教職員及び昇給又は復職等における号給の調整以外

の事由によりその受ける号給に異動のあった教職員のうち、改正後の規則の規定に

よる号給がこの規則による改正前のさいたま市教職員の初任給、昇格、昇給等の基

準に関する規則（以下「改正前の規則」という。）の規定による号給に達しない教

職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定

にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とするものとする。 

３ この規則の施行の日から令和５年３月３１日までの間において、新たに給料表の

適用を受けることとなった教職員及び降格、昇給又は復職等における号給の調整以

外の事由によりその受ける号給に異動のあった教職員のうち、前項の規定の適用を

受ける教職員との均衡上必要があると認められる教職員の、当該適用又は当該異動

の日における号給については、なお従前の例によることができる。 



 

さいたま市教職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則 

の制定について 

 
１ 提案理由 

さいたま市教職員の給与に関する条例の一部改正に伴い、所要の改正を行うもの。 

 
２ 改正の概要 

さいたま市教職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則に規定する昇格時号

給対応表を改正するもの。 

 
（施行期日） 公布の日 （適用期日） 令和４年４月１日 

 



 

 
議案第７３号 
 

令和５年度全国学力・学習状況調査について 
 
 令和５年度全国学力・学習状況調査について、別紙のとおり対応する。 
 
  令和４年１２月２２日提出 
 
                             さいたま市教育委員会 
                              教育長 細田 眞由美 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別紙 

 

令和５年度全国学力・学習状況調査について 
 
Ⅰ 令和５年度全国学力・学習状況調査の概要 

１ 調査の目的 
    義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力

や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図るとと

もに、学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる。

さらに、そのような取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立

する。 
 
２ 調査の対象 

小学校第６学年、義務教育学校前期課程第６学年、特別支援学校小学部第６学年の

全児童 
中学校第３学年、義務教育学校後期課程第３学年、中等教育学校前期課程第３学年、

特別支援学校中学部第３学年の全生徒 
 
３ 調査事項 
 （１）児童生徒に対する調査 

ア 教科に関する調査 
（ア）小学校調査（国語及び算数）、中学校調査（国語、数学及び英語） 
（イ）出題内容 

①身に付けておかなければ後の学年等の学習内容に影響を及ぼす内容や、実

生活において不可欠であり常に活用できるようになっていることが望まし

い知識・技能 等 
②知識・技能を実生活の様々な場面に活用する力や、様々な課題解決のため

の構想を立て実践し評価・改善する力 等 
調査問題では、上記①と②を一体的に問う 

    （ウ）出題形式 
・国語及び算数・数学においては、記述式の問題を一定割合で導入 
・英語においては、「聞くこと」、「読むこと」、「話すこと」及び「書くこと」

に関する問題を出題し、記述式の問題を一定割合で導入。「話すこと」に関

する問題の解答は、原則として口述式 
（エ）その他 
  ・英語「話すこと」の調査は、全ての中学校で端末を活用したオンラインに

よる回答方式で実施（実施期間は４月１９日～５月２６日） 
イ 質問紙調査 

・学習意欲、学習方法、学習環境、生活の諸側面等に関する調査 
・一部の学校で、端末を活用したオンラインによる回答方式で実施 
 ※本市は、全校がオンライン実施希望。実施校抽出連絡は２月１０日以降 

 
（２）学校質問紙調査 

指導方法に関する取組、人的・物的な教育条件の整備の状況等に関する調査 
 

４ 調査実施日 
   令和５年４月１８日（火） 

※英語「話すこと」に関するオンライン調査期間（令和５年４月１９日～５月２６日） 
なお、「話すこと」に関するオンライン実施日は各学校の希望する日にちを踏まえ

て調整を行い、学校ごとに文部科学省が指定する日に実施 
※児童生徒質問紙オンライン調査期間（令和５年４月１０日～５月１６日） 

 
Ⅱ さいたま市の対応 
  〇 調査に参加する。 

































 
提案理由 
 

文部科学省が実施する「令和５年度全国学力・学習状況調査」への、さいた

ま市の対応について、決定するものです。 


